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○
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
号

放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十

三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
一
号
（
放
送
法
施
行
規
則
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
（
協

会
及
び
学
園
を
除
く
。
）
の
事
業
計
画
書
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
十
九
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

表
の
七
の
項
中
「
週
間
放
送
番
組
表
」
の
下
に
「
（
二
以
上
の
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
に
よ
り
一
の
周
波
数
を
一
定
時
間
ず

つ
使
用
し
て
放
送
す
る
場
合
は
、
変
更
が
あ
っ
た
月
の
週
間
放
送
番
組
表
）
」
を
加
え
る
。


